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抄　　録

　平成20年度冬季，中四国ブロックでは赤血球製剤の供給が急増し，深刻な

不足に陥った。小規模血液センターが多い中四国ブロックでは，在庫が少な

いながらも期限切れが発生するなど，各血液センターで需給管理に苦慮して

いた。この状況への対策として，我々は各血液センターが保有する赤血球製

剤の有効期限にバラツキが大きいことに着目し，期限切れによる減損を最小

限に抑制することを目的として，ブロック全体での赤血球製剤の有効期限別

在庫管理を平成21年10月から開始した。その結果，減損数を削減すること

ができたと同時に需給状況も改善し，安定供給とブロック全体での自給自足

を達成できた。
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はじめに

これまでの血液事業は，県単位での自給自足を

基本的な考え方として血液の確保がなされてき

た。しかしながら，小規模血液センターでは，需

要の増減に伴って採血とのバランスが崩れ，一時

的な在庫不足や期限切れの発生など，安定的な在

庫管理に苦慮していた。とくに，大半を小規模血

液センターが占める中四国ブロックにおいては，

その傾向が顕著であった。そこで我々は，将来的

な広域需給体制を見据え，赤血球製剤の在庫管理

を血液センターごとの範疇からブロック全域での

管理に拡大し，期限別在庫分布の平準化とスケー

ルメリットにより減損の削減を図ることによっ

て，安定供給の達成と事業の効率的運用を目指し

た。

方　　法

中四国ブロック内の各血液センターが保有する

赤血球製剤の有効期限のバラツキを最小限にする

ために，ブロック全体での有効期限別在庫管理を

開始した。はじめに，統一システムの「有効期限

別在庫照会」からブロック内の「有効期限別在庫一
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覧表」をExcelで作表し，平成21年10月より各血

液センターに開示した。その後，インターネット

上でブロック内の血液センター全職員が閲覧でき

る環境を構築し，関連部門担当者への情報公開を

行った（図１）。

この「有効期限別在庫一覧表」によって，各血液

センターが保有する赤血球製剤の有効期限に大き

なバラツキがあること，有効期限の短い製剤を血

液センター間で入れ替えることによって減損を削

減できること，それによってブロック全体の在庫

が底上げできることを供給部門担当者に示し理解

を求めた。その後，管内血液センター供給課長会

議で有効期限別在庫管理を実施することについて

合意を得た後，事務部長会議で承認された。

実際の運用では，ブロック内の在庫状況を「有

効期限別在庫一覧表」を基に各血液センター担当

者と相談し，有効期限が一週間以内の赤血球製剤

を十日以上のものと積極的に入れ替えた。入れ替

えは，期限別在庫管理開始以前には在庫の過不足

時のみ実施していたが，開始後は土，日，祝日を

含め必要性に応じて日々実施した。

また，Rho（−）についても同様で，「有効期限

別在庫一覧表」を基にブロック内の最も短い期限

の赤血球製剤が優先的に使用されるよう，各セン

ターで医療機関に依頼し，在庫の安定維持に努め

た。

結　　果

有効期限別在庫管理を開始してブロック内血液

センター間の受け払い数は大幅に増加した。有効

期限一週間以内の赤血球製剤の受け払い数を見る

と，平成20年度が2,551単位であったものが平成

21年度は5,989単位，平成22年度には15,565単位

と年度ごとに急増した。逆に期限切れによる減損

は漸減し，平成20年度が減損数8,200単位（減損率

1.4％）であったものが，平成21年度は6,479単位

（1.0％），平成22年度には5,192単位（0.8％）とな

り，有効期限別在庫管理開始前後で比較すると約

４割の減少となった（表１，図２，図３）。

一方，在庫充足率に関しては，平成20年度は

※丸印で示した残り期限７日より短い期限と，残り期限10日以上の長い期限の入れ
替えを行う。

図１　中四国ブロック赤血球有効期限別在庫一覧表（例：A型）
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表１　中四国ブロック赤血球製剤の運用状況

平成20年度 平成21年度 平成22年度
H20.3.30〜H21.10.3 H21.10.4〜H23.3.26

開始前 開始後
供　給　数
（単位）

596,796 624,312 632,173 916,228 937,053

減　損　数
（単位）

8,200 6,479 5,192 12,484 7,387

在庫充足率 129％ 156％ 189％ 138％ 176％
（中四国）

減損率
1.4％ 1.0％ 0.8％ 1.3％ 0.8％

（全国）
減損率

0.6％ 0.7％ 0.7％

※毎年度４月第１週を起点とした52週の集計。
※供給数には他ブロックへの払出を除く。（ブロック内純供給数）

平均129％，平成21年度は平均156％，平成22年

度は平均189％と年度ごとに改善した。ブロック

全体での供給数は，有効期限別在庫管理を開始す

る前の916,228単位から開始後の937,053単位へ

2.2％増加したにもかかわらず，充足率は138％か

ら176％へと38％増加した。新型インフルエンザ

蔓延時への対策として「赤血球在庫の上乗せ措置」

（平成21年10月，血供第10号）により適正在庫の

120％維持が課せられた以後も，ブロック全体で

の在庫充足率は概ね140〜200％で推移し，安定

的な在庫の維持が可能となった（表１，図３）。

在庫充足率が安定したことで他ブロックとの受

け払い状況も改善し，平成20年度が878単位の受

け入れ超過，平成21年度が2,814単位の受け入れ

超過であったが，平成22年度には4,218単位の払

い出し超過となり，ブロック全体での自給自足が

達成できた（図４）。

例年全国的に血液が最も不足し需給管理が困難

な１月〜２月にかけた冬季８週間の比較において

も，平成20年度，平成21年度は受け入れが払い

出しを上回っていたが，平成22年度は逆転し，

1,213単位の大幅な払い出し超過に改善した（図

５）。

考　　察

赤血球製剤の有効期限別在庫管理を開始した目

的は，それまで各血液センター単位で行っていた

在庫管理をブロック全域に拡大することで有効期

限の分布を平準化し，期限の短い製剤が特定の血

液センターに偏在しないように在庫を配置するこ

と，また，入れ替えた期限の短い製剤をスケール

メリットによって有効利用を図り，結果として減

損を削減することであった。

有効期限別在庫管理を開始以降，期待したとお

り減損数は減少し，削減した減損数はすなわち在

庫充足率の上乗せに寄与した。

有効期限別在庫情報の共有化は，副次的に関連

部門担当者の視野をブロック全体に広げ，ブロッ

ク内の在庫が各センター共有の在庫であることへ

の認識につながった。当初は，在庫入れ替え対象

を我々から当該センターに斡旋することも多かっ

たが，徐々に各センター担当者から自発的な提案

がなされるようになり，現在では赤血球製剤の有

効期限をどのように配置すればブロック全体で効

率的に運用できるか，各センター担当者と認識が

共有できるようになった。

供給部門担当者と献血推進部門担当者との相互

理解も可能となり，供給部門は在庫の積極的な入

れ替えによって減損を最小限にとどめる努力を行

い，献血推進部門は在庫不足に陥る前に採血強化

を行うなど，安定在庫の維持を目的とした採血計

画の策定に努めた。その結果，減損の低減はもと

より，ブロック全体で供給数が増加したにもかか

わらず在庫充足率が増加し，安定供給と自給自足

を達成できた。

また，赤血球製剤にとどまらず，以前からブロ
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図２　中四国ブロック受払単位数推移

中四国ブロック　受入単位数推移
（有効期限１週間以内）

鳥取

H20年度

島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知

鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知

中四国ブロック　払出単位数推移
（有効期限１週間以内）
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図３　中四国ブロック赤血球減損推移（週足）

図４　他ブロックとの受払い（年度比較）
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ック内の検査集約グループ3), 4)ごとに実施してい

た血小板の有効期限別在庫管理を，平成22年３

月よりブロック全体での管理に拡大し，さらには

平成22年８月から新鮮凍結血漿についても，有

効期限別在庫管理を開始した。これにより中四国

ブロックにおける広域需給管理体制の枠組みが整

った。

今後はブロック全体で精度の高い在庫推移シミ

ュレーションを策定し，推進部門と連携のうえ効

果的な採血と製造の増減を行い，更なる安定供給

の基盤を築くことが効果的な血液事業の運営にと

って，重要と考える。
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図５　他ブロックとの受払い（冬季８週間の比較）
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